
注意事項

連絡先持ち物・服装

対象期間(R8.4～10月)における活動状況を報告

受付時間：平日8：30～17：15

TEL：097-506-3054

食品・生活衛生課

応募方法

令和8年4月1日～10月31日に実施した以下の活動
（１）ミルクボランティア
おおいた動物愛護センターまたは県内保健所に収容された幼齢犬猫を
一時的に預かり、譲渡可能になるまで飼養する活動

（２）ボランティア譲渡
おおいた動物愛護センターまたは県内保健所から、幼齢または高齢、
疾病や気質等の問題により、一般の譲渡が困難な犬猫を受入れ、終生飼養
または新たな飼い主探しを行う活動
また、そのために必要な不妊・去勢手術またはその他の手術を行う活動

（３）多頭飼育崩壊対応
県と連携して多頭飼育崩壊事例への対応を行う場合において、飼い主に
代わり、ボランティアが新たな飼い主へ譲渡するために、犬・猫の不妊・
去勢手術またはその他の手術を行う活動

支援の対象となる活動

• 自宅またはボランティア活動を
行うための事務所等が大分県内
にあること

• ボランティア活動を継続的に
実施していること
（NPO法人、動物愛護推進員、
動物愛護センター登録ボラン
ティア及び登録団体等）

支援の対象となる団体

問合せ先（応募期間：R8.11.1～12.31）

※応募用紙や必要書類等は後日、大分県ホームページでお知らせします
※応募を検討される場合は、活動日や活動地域、活動者名、活動内容
（対応頭数等）の記録を残していただきますようお願いします。

大分県生活環境部

大分県は、動物愛護事業に
協力していただくボランティアさんを

クラウドファンディングで
支援します


